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知的財産研究所アンケート結果（抜粋） 

（「今後の弁理士制度のあり方に関する調査研究報告書」 

（平成 18 年 3 月、財団法人 知的財産研究所）より 

弁理士制度に関する国内実態調査関連部分） 

 

１．アンケートの趣旨と概要 

（１）アンケートの趣旨 

 本調査は、改正弁理士法が平成13年に施行されてからまもなく5年を経過するにあたり、

我が国の弁理士制度の実態と問題点を把握することを目的として行った。調査対象は、登

録弁理士全員、日本知的財産協会（知財協）会員企業全社、及び中小企業 400 社である。

中小企業に関しては、特許公報や公開データベース等を基に、中小企業基本法の中小企業

の定義にあてはまる企業の中から、過去 3年間の特許登録件数の多い企業を無作為に抽出

した。また、アンケートに回答のあった企業の中から、東京地域、中部東海地域、関西地

域の 10 社を選択し、弁理士制度に関する現状の問題点や要望、意見についてヒアリング調

査を行った。 

 

（２） アンケートの概要 

①アンケートの対象 

・弁理士           6,097 名 

・日本知的財産協会会員企業     870 社 

・中小企業              400 社 

 

② 調査期間 

  平成 17 年 8 月～9月 

 

③ 回答率 

・弁理士  

     回答数 1,913 名（回答率 31.4 パーセント） 

・知財協会員企業  

 回答数  448 社（回答率 51.5 パーセント） 

・中小企業  

    回答数  127 社（回答率 31.8 パーセント） 

参考資料２－１ 
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２．アンケート調査結果まとめ 

 

（１）弁理士業務に関して 

① 弁理士の業務に対する評価 （知財協 問 3（1） 中小企業 問 3（1）） 

 

出願手続代理に関して弁理士に依頼した業務について、弁理士に対する評価を教えてください。下記選択

肢の中から最も当てはまると思われるものを３つ以内で選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

57.8

20.5

17.2

9.2

15.6

8.0

18.1

1.6

3.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

期待したとおり代理手続をしてもらえた

発明に関する技術的な理解が不足している

明細書の作成能力が不足している

中間処理等に関するスキルが不足している

こちらの立場にたった処理をしてもらえない

こちらへの確認なしで手続をすすめる

料金請求が不透明である

その他

無回答

 
 

％（全体）

66.9

11.8

10.2

17.3

5.5

15.0

0.8

2.4

3.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

期待したとおり代理手続をしてもらえた

発明に関する技術的な理解が不足している

明細書の作成能力が不足している

中間処理等に関するスキルが不足している

こちらの立場にたった処理をしてもらえない

こちらへの確認なしで手続をすすめる

料金請求が不透明である

その他

無回答

 

中小企業 Ｎ＝127 

知財協 Ｎ＝448 
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（２）弁理士試験制度に関して 

① 弁理士試験の必須科目 （知財協 問 8 中小企業 問 8 弁理士 問 7） 

 

今後の弁理士試験制度において、必須科目としてどのような科目が必要と思われますか。下記選択肢の中

から当てはまると思われるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

93.8

85.7

87.1

80.6

50.0

63.2

45.3

50.2

48.9

52.7

24.8

1.1

1.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

特許法及び実用新案法

意匠法

商標法

工業所有権に関する条約

著作権法

不正競争防止法

技術系科目

契約業務の基礎となる民法

訴訟業務の基礎となる民事訴訟法

実務(明細書の作成等)

外国語科目

その他

無回答

 

％（全体）

82.7

78.0

78.0

67.7

61.4

61.4

52.8

58.3

57.5

58.3

29.1

7.9

1.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

特許法及び実用新案法

意匠法

商標法

工業所有権に関する条約

著作権法

不正競争防止法

技術系科目

契約業務の基礎となる民法

訴訟業務の基礎となる民事訴訟法

実務(明細書の作成等)

外国語科目

その他

無回答

 
 

中小企業 Ｎ＝127 

知財協 Ｎ＝448 
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％（全体）

98.1

93.0

94.5

92.0

48.4

57.6

51.9

39.3

43.0

35.7

15.7

0.5

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

特許法及び実用新案法

意匠法

商標法

工業所有権に関する条約

著作権法

不正競争防止法

技術系科目

契約業務の基礎となる民法

訴訟業務の基礎となる民事訴訟法

実務(明細書の作成等)

外国語科目

その他

無回答

 

 

 

弁理士 Ｎ＝1913 
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② 弁理士試験制度の見直し（増員の観点から） 

 （知財協 問 9 中小企業 問 9 弁理士 問 8） 

 

「知的財産推進計画２００５」では弁理士の増員がうたわれていますが、弁理士を増員する観点から、弁理士

試験制度を見直すべきと思われますか。下記選択肢の中から当てはまると思われるものをすべて選び、番

号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

45.8

16.1

21.7

17.9

18.8

15.2

5.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

試験制度を見直す必要はない

論文式筆記試験の必須科目を減らす

論文式筆記試験の必須科目を整理する(意匠＋商

標で1科目等)

短答式配点大きくし、論文式点数と合算する

論文式筆記試験の選択科目を廃止する

口述試験を廃止する

無回答

 

 

％（全体）

46.5

11.0

23.6

15.7

9.4

15.7

13.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

試験制度を見直す必要はない

論文式筆記試験の必須科目を減らす

論文式筆記試験の必須科目を整理する(意匠＋商

標で1科目等)

短答式配点大きくし、論文式点数と合算する

論文式筆記試験の選択科目を廃止する

口述試験を廃止する

無回答

 
 

 

 

 

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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％（全体）

69.2

5.8

7.5

12.9

5.2

6.3

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

試験制度を見直す必要はない

論文式筆記試験の必須科目を減らす

論文式筆記試験の必須科目を整理する(意匠＋商

標で1科目等)

短答式配点大きくし、論文式点数と合算する

論文式筆記試験の選択科目を廃止する

口述試験を廃止する

無回答

 

 

 

 

弁理士 Ｎ＝1913 
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③ 弁理士試験制度の見直し（負担軽減の観点から） 

（知財協 問 10 中小企業 問 10 弁理士 問 9） 

 

受験生の過度な負担を軽減する観点から、弁理士試験制度を見直すべきと思われますか。下記選択肢の

中から当てはまると思われるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

24.3

52.5

54.0

9.2

13.4

25.9

6.3

2.7

2.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

試験制度を見直す必要はない

段階的合格制(短答試験合格者は次年度免除等)導入

科目別合格制(科目ごとの複数年合格)の導入

論文式筆記試験の問題数の削減

口述試験の廃止

専門選択科目試験の免除を大卒相当に広げる

試験免除対象を経営学修士等の資格取得者に拡大

その他

無回答

 

 

％（全体）

27.6

39.4

37.8

8.7

15.0

19.7

6.3

14.2

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

試験制度を見直す必要はない

段階的合格制(短答試験合格者は次年度免除等)導入

科目別合格制(科目ごとの複数年合格)の導入

論文式筆記試験の問題数の削減

口述試験の廃止

専門選択科目試験の免除を大卒相当に広げる

試験免除対象を経営学修士等の資格取得者に拡大

その他

無回答

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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％（全体）

55.5

19.3

20.1

13.2

4.0

4.0

3.1

4.2

1.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

試験制度を見直す必要はない

段階的合格制(短答試験合格者は次年度免除等)導入

科目別合格制(科目ごとの複数年合格)の導入

論文式筆記試験の問題数の削減

口述試験の廃止

専門選択科目試験の免除を大卒相当に広げる

試験免除対象を経営学修士等の資格取得者に拡大

その他

無回答

 

 

 

 

弁理士 Ｎ＝1913 
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④ 弁理士試験制度の見直し（資質確保の観点から） 

（知財協 問 11 中小企業 問 11 弁理士 問 10） 

 

弁理士の一定の資質を確保する観点から、弁理士試験制度を見直すべきと思われますか。下記選択肢の

中から当てはまると思われるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

20.1

18.1

50.7

18.1

8.3

10.0

28.8

2.9

3.3

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

試験制度を見直す必要はない

受験資格として技術系大卒相当の教育を必須

登録要件として実務経験を追加すべきである

短答式筆記試験の各科目の何れかが成績基準点以下

の場合は不合格

合格者数を少なくして厳選すべき

大学院修了者、有資格者等の免除をやめるべき

審査官に認めている免除制度をやめるべき

受験回数の制限を行うべき

その他

無回答

 

 

％（全体）

22.0

23.6

48.8

13.4

12.6

25.2

12.6

2.4

1.6

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

試験制度を見直す必要はない

受験資格として技術系大卒相当の教育を必須

登録要件として実務経験を追加すべきである

短答式筆記試験の各科目の何れかが成績基準点以下

の場合は不合格

合格者数を少なくして厳選すべき

大学院修了者、有資格者等の免除をやめるべき

審査官に認めている免除制度をやめるべき

受験回数の制限を行うべき

その他

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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％（全体）

11.1

25.7

42.2

21.6

37.2

32.4

33.4

3.9

4.9

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

試験制度を見直す必要はない

受験資格として技術系大卒相当の教育を必須

登録要件として実務経験を追加すべきである

短答式筆記試験の各科目の何れかが成績基準点以下

の場合は不合格

合格者数を少なくして厳選すべき

大学院修了者、有資格者等の免除をやめるべき

審査官の免除制度をやめるべき

受験回数の制限を行うべき

その他

無回答

 

 

 

 

弁理士 Ｎ＝1913 
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⑤ 弁理士増加と質的充実の関係 （知財協 問 12 中小企業 問 12）  

 

近年（平成１４年頃以降）における弁理士試験合格者数の増加に伴い、質的充実が伴っていないのではな

いかという意見がありますがどのように思われますか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるもの

を１つ選び、番号に〇をつけてください。 

 

近年合格者に未

依頼のため資質

の変化を判断で

きない 43.1%

条約関連の知識

不足で問題とな

る人が目立つよ

うになった 28.3%

実務能力の不足

している人が目

立つようになった

15.4%

以前と比べて資

質に変化はない

11.2%
その他 0.0%

無回答 2.0%

 

 

実務能力の不

足している人が

目立つように

なった 11.8%

以前と比べて資

質に変化はない

7.1%

近年合格者に

未依頼のため

資質の変化の

有無を判断でき

ない 7.9%

無回答 12.6%

その他 0.0%

条約関連の知

識不足で問題と

なる人が目立つ

ようになった

60.6%
 

 

知財協 

Ｎ＝448

中小企業 

Ｎ＝127
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⑥ 近年の弁理士増加と質的充実の関係 （弁理士 問 11 問 12） 

 

問１１ 平成１３年以前に弁理士試験に合格し、資格を取得された方にお聞きします。近年における弁理士

試験合格者数の増加に伴い、質的充実が伴っていないのではないかという意見がありますがどのように思

われますか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。 

問１２ 平成１４年以降に弁理士試験に合格し、資格を取得された方にお聞きします。実際に実務を行う上

で、能力が不足していると感じることはありますか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを１

つ選び、番号に〇をつけてください。 

 

以前と比べて資

質に変化はない

5.3%

実務能力の不足

している人が目

立つようになった

34.7%

資質の変化の有

無を判断できな

い 33.4%

その他 7.2%

条約関連の知識

不足で問題とな

る人が目立つよ

うになった 19.5%
 

 

能力の不足は

感じない 51.1%

実務能力の不

足を感じる 27.0%

条約関連の実

務に関して能力

不足を感じる

14.8%

その他 7.1%

 

弁理士 

Ｎ＝1237 

弁理士 

Ｎ＝567 

問１１  

平成１３年以前 

問１２ 

平成１４年以降 
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（３）弁理士研修制度に関して 

① 試験合格者に対する研修内容（知財協 問 13 中小企業 問 13 弁理士 問 13） 

 

弁理士試験合格者に対する研修内容として、どのような科目が必要と思われますか。下記選択肢の中から

当てはまると思われるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

％（全体）

45.3

58.3

44.4

68.5

55.6

58.3

25.0

39.1

54.7

16.5

21.0

38.2

53.6

52.7

10.3
3.3

2.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

弁理士法等の弁理士関係法規

民法等の知的財産権関連法規

先行技術調査実務

明細書作成実務

出願等手続関連実務

国際性のある実務

産業財産権以外の知的財産法実務

契約書作成･交渉実務

鑑定書作成実務

税関での輸入差止申立手続の実務

仲裁･調停(あっせん)実務

ライセンス等契約の実務

審決取消訴訟実務

侵害訴訟実務

先端技術

その他

無回答

 

％（全体）

40.9

47.2

40.9

50.4

38.6

40.2

25.2

35.4

30.7

12.6

25.2

37.8

35.4

48.8

11.0

19.7

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

弁理士法等の弁理士関係法規

民法等の知的財産権関連法規

先行技術調査実務

明細書作成実務

出願等手続関連実務

国際性のある実務

産業財産権以外の知的財産法実務

契約書作成･交渉実務

鑑定書作成実務

税関での輸入差止申立手続の実務

仲裁･調停(あっせん)実務

ライセンス等契約の実務

審決取消訴訟実務

侵害訴訟実務

先端技術

その他

無回答

 
 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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％（全体）

48.1

67.0

43.7

72.3

59.9

61.8

29.8

49.4

48.9

20.9

21.1

43.3

57.4

53.4

14.7

2.6

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

弁理士法等の弁理士関係法規

民法等の知的財産権関連法規

先行技術調査実務

明細書作成実務

出願等手続関連実務

国際実務

産業財産権以外の知的財産法実務

契約書作成･交渉実務

鑑定書作成実務

税関での輸入差止申立手続の実務

仲裁･調停(あっせん)実務

ライセンス等契約の実務

審決取消訴訟実務

侵害訴訟実務

先端技術

その他

無回答

 

 

 

弁理士 Ｎ＝1913 
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② 弁理士の知識習得を継続的に担保する方法 

（知財協 問14 中小企業 問14 弁理士 問14） 

 

弁理士の知識習得等を継続的に担保する具体的方法として、何が必要と考えますか。下記選択肢の中から

最も当てはまると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。 

 

一定期間ごと

に研修を義務

づける 49.1%

任意研修で対

応する 17.6%

個々に任せる

べきで特に研

修等の必要性

はない 20.8%

その他 1.1%

一定期間ごと

に試験を義務

づける 9.4%

無回答 2.0%

 

 

個々に任せる

べきで特に研

修等の必要性

はない 14.2%

任意研修で対

応する 14.2%

一定期間ごとに

研修を義務づ

ける 44.1%

その他 0.8%

無回答 11.8%

一定期間ごとに

試験を義務づ

ける 15.0%
 

 

 

中小企業 

Ｎ＝127 

知財協 

Ｎ＝448 
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一定期間ごと

に研修を義務

づける 41.9%

一定期間ごと

に試験を義務

づける 6.2%

任意研修で対

応する 29.7%

個々に任せる

べきで特に研

修等の必要性

はない 18.7%

その他 1.0%
無回答 2.6%

 
 

 

 

弁理士 

Ｎ＝1913 
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（４）弁理士倫理 

① 弁理士に業務を依頼して倫理的な側面で困ったことの有無 

 （知財協 問 19 中小企業 問 15） 

  

弁理士に業務を依頼した時に、倫理的な側面で困ったこと（秘密情報漏洩、利益相反規定抵触、不誠実対

応等）はありますか。下記選択肢の中から当てはまるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。また、困

った内容について記載してください。 

特に困ったこと

はない 85.5%

困ったことが

あった 14.1% 無回答 0.4%

 

特に困ったこと

はない 88.2%

困ったことが

あった 5.5%

無回答 6.3%

 
 

中小企業 

Ｎ＝127 

知財協 

Ｎ＝448 
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② 弁理士に代理を断られた経験 

 （知財協 問 21 中小企業 問 17 （関連弁理士 問 19）） 

弁理士に業務を依頼した時に、何らかの理由により代理を断られたことはありますか。下記選択肢の中から

当てはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

33.9

8.9

30.1

17.4

8.3

5.4

17.6

2.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

利益相反を理由に出願代理を断られた

利益相反を理由に無効審判の手続代理を断られた

利益相反を理由に紛争解決の手続代理を断られた

利益相反を理由に断られたことはない

業務多忙を理由に断られた

技術分野の相違を理由に断られた

その他

無回答

 

 

％（全体）

6.3

3.9

38.6

5.5

5.5

5.5

41.7

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

利益相反を理由に出願代理を断られた

利益相反を理由に無効審判の手続代理を断られた

利益相反を理由に紛争解決の手続代理を断られた

利益相反を理由に断られたことはない

業務多忙を理由に断られた

技術分野の相違を理由に断られた

その他

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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③ 代理手続をできなかった経験 

 （弁理士 問 19 （関連 知財協 問 21 中小企業 問 17）） 

 

弁理士法第３１条には業務を行い得ない事件（いわゆる利益相反規定）が規定されています。利益相反規

定に抵触することにより、業務ができないことがありましたか。下記選択肢の中から当てはまるものをすべて

選び、番号に〇をつけるとともに、関係した技術分野を記入してください。 

 

％（全体）

30.1

63.9

3.7

4.5

2.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

利益相反規定に抵触し出願代理ができなかった

利益相反規定に抵触し無効審判の手続代理ができな

かった

利益相反規定に抵触し紛争解決の手続代理ができな

かった

特にない

無回答

 

 

 

 

弁理士 Ｎ＝1913 
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④ 第三者からの依頼を認めなかったことの有無 （知財協 問 22） 

 

自社の手続代理を行っている弁理士に対して、利益相反規定に反することを理由として、弁理士が第三者

からの依頼を受けることを認めなかったことはありますか。下記選択肢の中から当てはまるものをすべて選

び、番号に〇をつけてください。 

 

無回答 82.8%

利益相反を理由

に認めなかった

ことはない 0.7%

利益相反を理由

に無効審判手続

代理認めなかっ
た 15.0% 利益相反を理由

に紛争解決手続

代理認めなかっ
た 1.6%

利益相反を理由

に出願代理認め
なかった 0.0%

 

 

 

知財協 

Ｎ＝448 
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（５）弁理士情報について 

① 弁理士の選択方法 （知財協 問 23 中小企業 問 18）  

 

現在、弁理士をどのように選択されていますか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを３つ

以内で選び、番号に○をつけてください。 

 

％（全体）

12.1

41.1

4.9

6.3

56.9

6.5

2.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

弁護士からの紹介

他の士業からの紹介

同業他社など企業間における評判

弁理士情報検索システムからの検索

他のホームページからの検索

その他

無回答

 

 

％（全体）

13.4

7.1

37.0

6.3

4.7

34.6

16.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

弁護士からの紹介

他の士業からの紹介

同業他社など企業間における評判

弁理士情報検索システムからの検索

他のホームページからの検索

その他

無回答

 

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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② 新規クライアントの依頼ルート （弁理士 問 25） 

 

中小企業、ベンチャー企業などの新規クライアントからの業務の依頼は主としてどのようなルートで来ていま

すか。下記選択肢の中から当てはまると思われるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

32.2

47.4

23.1

9.0

17.9

11.0

12.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

メインクライアント以外からの業務少ない

口コミ（従来のクライアントからの紹介)

口コミ（提携弁護士等からの紹介)

新規クライアントから直接（弁理士情報検索システム)

新規クライアントから直接（自事務所のホームページ)

その他

無回答

 

 

 

 

 

弁理士 Ｎ＝1913 
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③ 弁理士を選択するポイント （知財協 問 24 中小企業 問 19）  

 

弁理士を選択する場合のポイントとして考えられるのは何でしょうか。下記選択肢の中から最も当てはまると

思われるものを３つ以内で選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

70.5

81.0

18.5

36.2

15.8

25.7

11.6

1.1

0.0

0.7

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

特許、商標等専門分野における弁理士としての実績

専門技術分野における弁理士としての実績

弁理士としての経験年数

料金

弁理士事務所の経営状況

研修の受講状況

弁理士以外に有する国家試験

弁理士試験受験時の選択科目名等

他者からの紹介

その他

無回答

 

 

％（全体）

73.2

67.7

22.8

24.4

9.4

21.3

5.5

3.9

0.0

1.6

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

特許、商標等専門分野における弁理士としての実績

専門技術分野における弁理士としての実績

弁理士としての経験年数

料金

弁理士事務所の経営状況

研修の受講状況

弁理士以外に有する国家試験

弁理士試験受験時の選択科目名等

他者からの紹介

その他

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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④ 弁理士選択時に不足を感じたことの有無 （知財協 問 25 中小企業 問 20）  

 

弁理士を選択するに際し、弁理士の不足（人数の不足、情報の不足等）を感じたことはありますか。下記の

選択肢の中から当てはまるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。また、不足を感じたことがある場

合、どのような状況やどのような理由で感じましたか。 

不足を感じたこ
とはない 70.1%

不足を感じたこ

とがある 27.7%

無回答 2.2%

 

不足を感じたこ

とはない 79.5%

不足を感じたこ

とがある 14.2%

無回答 6.3%

 

知財協 

Ｎ＝448 

中小企業 

Ｎ＝127 
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⑤ 弁理士の人数又は情報不足の解消方法 （知財協 問 26 中小企業 問 21）  

 

問２５（問２０）で「２．不足を感じたことがある」と回答された方に伺います。どのようにすればそれは解消す

ると考えますか。下記の選択肢の中から当てはまると思われるものを２つ以内で選び、番号に〇をつけてく

ださい。 

 

％（全体）

28.2

43.5

31.5

12.9

5.6

4.8

16.1

11.3

3.2

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

弁理士を増員すべき

弁理士の情報公開を促進するべき

弁理士情報の提供窓口を充実させるべき

弁理士の紹介業･斡旋業を充実させるべき

弁理士の派遣業を解禁するべき

代理業務の一部を他士業も扱えるようにすべき

出願手続等に特化した資格制度を設けるべき

正当な事由無い限り代理を義務化すべき

その他

無回答

 

 

％（全体）

27.8

27.8

22.2

11.1

5.6

11.1

16.7

11.1

11.1

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

弁理士を増員すべき

弁理士の情報公開を促進するべき

弁理士情報の提供窓口を充実させるべき

弁理士の紹介業･斡旋業を充実させるべき

弁理士の派遣業を解禁するべき

代理業務の一部を他士業も扱えるようにすべき

出願手続等に特化した資格制度を設けるべき

正当な事由無い限り代理を義務化すべき

その他

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝124 

中小企業 Ｎ＝18 
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⑥ 弁理士を探す際に最も入手したい情報 （知財協 問 27 中小企業 問 22）  

 

現在、弁理士の専門分野や専門とする技術分野については日本弁理士会のホームページ上で公開されて

います（内容は自己申告）。さらに弁理士情報の公開の充実を求める声がありますが、弁理士を探す際に最

も入手したい情報は何でしょうか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを３つ以内で選び、

番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

63.8

79.5

24.6

35.9

15.2

31.7

7.6

1.6

1.3

1.3

1.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

特許、商標等専門分野における弁理士としての実績

専門技術分野における弁理士としての実績

弁理士としての経験年数

料金

弁理士事務所の経営状況

研修の受講状況

弁理士以外に有する国家資格

弁理士試験受験時の選択科目名等

弁理士が確実に受任できる技術分野

その他

無回答

 

 

％（全体）

59.1

70.9

18.9

33.1

10.2

25.2

11.0

2.4

0.8

1.6

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

特許、商標等専門分野における弁理士としての実績

専門技術分野における弁理士としての実績

弁理士としての経験年数

料金

弁理士事務所の経営状況

研修の受講状況

弁理士以外に有する国家資格

弁理士試験受験時の選択科目名等

弁理士が確実に受任できる技術分野

その他

無回答

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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⑦ クライアントへの情報発信 （弁理士 問 27） 

  

現在クライアントへの情報発信としてどのようなことを行っていますか。下記選択肢の中から当てはまると思

われるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

  

％（全体）

28.4

42.5

14.0

11.6

22.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

日本弁理士会のシステムのみ

事務所のホームページを作成

各種媒体への広告

その他

無回答

 
 

⑧ 情報開示内容 （弁理士 問 28）  

 

問２７で「１．日本弁理士会の弁理士情報検索システム」又は「２．事務所のホームページを作成」と答えた方

に伺います。どのような情報を開示していますか。下記選択肢の中から当てはまるものをすべて選び、番号

に〇をつけてください。 

  

％（全体）

65.2

55.4

36.1

9.2

5.2

5.0

10.0

12.1

7.4

12.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

特許、商標等専門分野における弁理士としての実績

専門技術分野における弁理士としての実績

弁理士としての経験年数

料金

弁理士事務所の経営状況

研修の受講状況

弁理士以外に有する国家資格

弁理士試験受験時の選択科目名等

その他

無回答

 

弁理士 Ｎ＝1242 

弁理士 Ｎ＝1913 
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（６）弁理士の業務範囲について 

① 弁理士に依頼する業務 （知財協 問 30 中小企業 問 25）  

 

弁理士に依頼する業務として、どのような業務を望みますか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われ

るものを３つ以内で選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

5.8

51.8

8.3

69.4

16.3

78.1

23.0

4.7

0.7

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

知的財産権のマネージメント業務

知的財産権全般に関する相談

知的財産権の価値評価

他者の知的財産権の権利範囲の把握鑑定

発明の発掘

出願から権利化までの特許庁との手続

ライセンス契約の代理

紛争解決の代理

その他

無回答

 

％（全体）

22.0

59.1

15.7

50.4

8.7

55.1

8.7

29.1

5.5

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

知的財産権のマネージメント業務

知的財産権全般に関する相談

知的財産権の価値評価

他者の知的財産権の権利範囲の把握鑑定

発明の発掘

出願から権利化までの特許庁との手続

ライセンス契約の代理

紛争解決の代理

その他

無回答

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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② 訴訟代理権の範囲を広げるべきか （知財協 問 35 中小企業 問 30）  

 

現在、特定侵害訴訟の訴訟代理権の範囲は産業財産権に関する侵害訴訟等に限られています。訴訟代理

権の範囲を広げるべきと思われますか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを１つ選び、番

号に〇をつけてください。 

現行の訴訟代

理権の範囲の

ままでよい

56.9%侵害訴訟対象

を不正競争全

般にまで拡大

すべき 17.6%

侵害訴訟以外

のものも追加

すべき 19.4%

無回答 4.0%
その他 2.0%

 

現行の訴訟代
理権の範囲の

ままでよい

33.1%

侵害訴訟以外

のものも追加

すべき 22.0%

その他 2.4%

無回答 19.7%

侵害訴訟対象

を不正競争全

般にまで拡大

すべき 22.8%

 

知財協 

Ｎ＝448 

中小企業 

Ｎ＝127 
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③ 産業財産権の侵害訴訟代理の依頼先 （知財協 問 36 中小企業 問 31）  

 

貴社では、産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の侵害訴訟の代理は誰に依頼しましたか。

下記選択肢の中から最も当てはまると思われるもものを１つ選び、番号に〇をつけてください。 

 

弁護士のみ

23.9%

弁護士と付記

弁理士 11.2%

弁護士（＋補

佐人弁理士）

40.8%

代理の依頼は

しない 7.1%

無回答 17.0%

 

弁護士のみ

11.0%

弁護士と付記

弁理士 18.1%

弁護士（＋補

佐人弁理士）

19.7%
代理の依頼は

しない 8.7%

無回答 42.5%

 

 

知財協 

Ｎ＝448 

中小企業 

Ｎ＝127 
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④ 付記弁理士による有効な知見 （知財協 問 37 中小企業 問 32） 

 

上記問３６で「２．弁護士と付記弁理士」と回答された方に伺います。貴社では、付記弁理士のどのような知

見が有効でしたか。下記選択肢の中から当てはまると思われるものをすべて選び、番号に〇をつけてくださ

い。 

 

％（全体）

68.0

20.0

66.0

42.0

8.0

6.0

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

訴訟に関わる知識･実務能力

訴訟手続の知識

法廷での主張･陳述能力等

準備書面作成能力

技術以外の論点についての法的知識（独禁法、不競法等）

その他

無回答

 

 

％（全体）

82.6

21.7

30.4

30.4

4.3

0.0

8.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

訴訟に関わる知識･実務能力

訴訟手続の知識

法廷での主張･陳述能力等

準備書面作成能力

技術以外の論点についての法的知識（独禁法、不競法等）

その他

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝50 

中小企業 Ｎ＝23 
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⑤ 特定不正競争関連業務に関する依頼 （知財協 問 44 中小企業 問 39） 

 

現在、弁理士は不正競争防止法に規定する不正競争の一部（「特定不正競争」（例：周知表示混同惹起

（「McDonald's」と「マック」など）、著名表示冒用（「シャネル」の名前で飲食店を経営など）等））について業務

を行えますが、これに関して弁理士に依頼したことはありますか。下記表の業務内容と特定不正競争に当た

る行為（不正競争防止法第２条第１項の特定の各号）ごとに当てはまるものをすべて選び、該当する項目欄

に〇をつけてください。 

  

（ア）周知表示混同惹起（第 1 号） 「McDonald's」と「マック」など 

 

％（全体）

88.8

9.8

0.5

0.2

0.5

0.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

％（全体）

4.7

92.9

0.8

0.0

0.8

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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（イ）著名表示冒用（第 2号） 「シャネル」の名称で飲食店を経営など 

 

％（全体）

93.9

5.1

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

％（全体）

99.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 



 - 36 -

（ウ）商品形態模倣（第 3号） 「たまごっち」の形態を模倣など 

 

％（全体）

89.1

0.9

0.2

0.4

0.2

9.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

％（全体）

93.7

0.0

4.7

0.0

0.8

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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（エ）営業秘密（第 4 号～9号）  

前に勤務していた会社の秘密の技術情報を勝手に持ち出すなど 

 

％（全体）

95.1

0.4

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

％（全体）

97.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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（オ）不正ドメイン使用（第 12 号） 

大手検索サイトと類似する紛らわしい名称で、いかがわしいアダルトサイトを開設など 

 

％（全体）

95.5

0.5

0.0

0.2

0.0

3.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

％（全体）

99.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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⑥ 特定不正競争以外の不正競争関連業務の依頼先 （知財協 問 45 中小企業 問 40） 

 

問４５から問４７までは、現在弁理士が扱うことのできない「特定不正競争以外の不正競争」（問４７参照）に

ついて伺います。これらの業務に関し弁理士以外に依頼したことはありますか。下記選択肢の中から当ては

まるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

依頼したことは

ない 72.5%

弁理士･弁護士

以外の者に依

頼した 0.0%

その他 0.4%

弁護士に依頼し

た 15.0%

無回答 12.1%

 

 

依頼したことは

ない 66.9%

無回答 29.1%

弁理士･弁護士

以外の者に依

頼した 0.0%

弁護士に依頼し

た 3.9%

その他 0.0%

 

 

知財協 

Ｎ＝448 

中小企業

Ｎ＝127
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⑦ 弁理士が扱えないことによる問題・不利益 （知財協 問 46） 

 

 問４５で「２．弁護士に依頼した」又は「３．弁理士、弁護士以外の者に依頼した」と答えた方に伺います。こ

れらの業務について弁理士が扱えないことで問題・不利益はありましたか。下記選択肢の中から当てはまる

ものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

弁護士に依頼し

ているが専門性

等に不満を感じ

る 7.5%

無回答 0.0%

その他 0.0%

業務の範囲外

を理由に断られ

た 0.0%

もともと弁護士

に依頼しており

問題はない

92.5%  

 

もともと弁護士

に依頼しており

問題はない

80.0%

無回答 20.0%

業務の範囲外

を理由に断られ

た 0.0%

その他 0.0%

弁護士に依頼し

ているが専門性

等に不満を感じ

る 0.0%

 

 

知財協 

Ｎ＝67 

中小企業 

Ｎ＝5
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⑧ 弁理士に依頼したい業務 （知財協 問 47 中小企業 問 42） 

 

問４５で「２．弁護士に依頼した」又は「３．弁理士、弁護士以外の者に依頼した」と答えた方に伺います。これ

らの業務のうち、弁理士の知見を生かすことができるものであり、弁理士に依頼したい又は依頼しても良い

という業務はありますか。下記表の業務と不公正な競争行為（不正競争防止法第２条第１項の特定の各号）

ごとに当てはまるものをすべて選び、該当する項目欄に〇をつけてください。 

 

（ア）技術的制限手段に対する不正（第 10、11 号） コピープロテクト外し等 

％（全体）

25.4

7.5

6.0

52.1

4.5

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

 

 

（イ）原産地等誤認惹起（第 13 号） 中国産の繊維を Made in England と表示等 

％（全体）

22.4

61.1

4.5

4.5

3.0

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

知財協 Ｎ＝67 

知財協 Ｎ＝67 
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（ウ）競争者営業誹謗（第 14 号） 

相手方の商品が特許侵害品であると虚偽の事実を相手方の取引先に告げる等 

％（全体）

34.3

9.0

47.7

4.5

3.0

1.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

 

 

（エ）代理人等商標無断使用（第 15 号） 

外国製品の輸入代理店が、その外国メーカーの許諾を得ずに勝手にその商標を他の類似

商品に使用等 

％（全体）

31.3

8.9

7.5

7.5

7.5

37.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

相談・アドバイス

ライセンス契約

和解

仲裁

訴訟

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知財協 Ｎ＝67 

知財協 Ｎ＝67 
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  該当行為と 

   その事例 

 

業務内容 

技術的制限手段に

対する不正 

（第 10、11 号） 

コンピュータプログ

ラムのコピープロテ

クト外し等 

原産地等誤認惹起

（第 13 号） 

中国産の繊維を Made 

in England と表示等

競争者営業誹謗（第

14 号） 

相手方の商品が特許

侵害品であると虚偽

の事実を相手方の取

引先に告げる等 

代理人等商標無断

使用（第 15 号） 

外国製品の輸入代理

店が、その外国メーカ

ーの許諾を得ずに勝

手にその商標を他の

類似商品に使用等 

相談・アドバイス １ １ ２ １ 

ライセンス契約 １ ０ ０ １ 

和解 ０ ０ ０ ０ 

仲裁 ０ ０ ０ ０ 

訴訟 ０ ０ １ ０ 

中小企業 Ｎ＝5 
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⑨ 弁理士の業務を広げることについてのヒアリング結果 

 

 (a) 肯定的意見 

・弁護士に相談すると相談費用がかかるので、弁理士に相談依頼できることは良い。顧問

弁理士として無理を聞いてもらえる面もある。 

・業務が広げられ、弁理士が訴訟等を一手に引き受けてもらえる形となると助かるかもし

れない。 

・訴訟を行う場合には、弁護士と弁理士を両方探さなければならないため大変だった。ま

た、二人に頼むと費用も高くなる。弁理士単独でできればこのような苦労はなくなる。た

だし、弁理士に弁護士の仕事ができるかが問題であろう。一般的には、技術論的な部分は

良いが、民事的なものは難しいかもしれない。 

 

(b) 否定的意見 

・弁理士は特許庁との間の手続を代理するのが本来の姿ではないか。業務を広げることよ

りも専権事項が大切ではないか。 

・業務範囲を広げることは構わないが、専門性が重要である。対応できる業務を広げた場

合でも、専門としてメインに行うものを決めるべきである。単純に広げるとあやふやにな

ってしまう。 

・業務を広げる方向よりも、特化された部分、技術面に軸をおくべきではないか。弁理士

には発明のリエゾナーとして期待したい。大会社には特許部があるが中小企業では持てず、

開発部が兼任する形が多い。弁理士事務所が知財部の役割を担い、一企業の特許部として

の位置づけがなされる形が良いのではないか。 

・弁理士は業務を広げる方向よりも、クライアントの「商売」を理解するべきであり、ま

た、知的財産のマネジメントができるようにするべきである。 

・弁理士に期待することは、第一に特許等の出願、権利化を実施することである。その上

で、侵害、ライセンス、知財戦略等に関する一次的な相談窓口として対応してもらえれば

よい。 
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（７）特定侵害訴訟代理人制度（付記弁理士制度）について 

① 付記弁理士の数を増やすための試験実施を続行する必要性 

（知財協 問 48 中小企業 問 43 弁理士 問 20） 

 

特定侵害訴訟代理業務試験が開始され、特定侵害訴訟代理人の資格を有する弁理士（以下「付記弁理士」

という）の数を試験開始から３年で１０００人にするという目標は達成されました。更に試験を継続実施して、

付記弁理士の数を増やす必要があると思われますか。下記選択肢の中から当てはまると思われるものを１

つ選び、番号に〇をつけてください。 

 

不足感があるの

で引き続き付記

弁理士試験を実

施すべき 45.3%
その他 30.1%

無回答 12.1%

人数は十分なの

で試験はもうや

めてよい 12.5%
 

 

不足感があるの

で引き続き付記

弁理士試験を

実施すべき
44.1%

人数は十分な

ので試験はもう

やめてよい 7.1%

その他 10.2%

無回答 38.6%

 

 

知財協 

Ｎ＝448

中小企業 

Ｎ＝127
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引き続き付記弁

理士試験を実施

すべき 75.7%

試験はもうやめ

てよい 13.8%

その他 6.5%

無回答 4.0%

 

 

 

弁理士 

Ｎ＝1913 
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② 特定侵害訴訟代理資格を持つ弁理士と補佐人との役割の相違 

（知財協 問 49 中小企業 問 44 （関連 弁理士 問 21）） 

 

弁理士の特定侵害訴訟代理人制度について、現実の訴訟において、従来の補佐人と役割は相違していま

すか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。 

 

特定侵害訴訟

代理資格を持

つ弁理士に依
頼したことない

39.1%

侵害訴訟の経

験がない 27.2%

その他 3.8%

侵害訴訟で補

佐人を依頼した

ことがない 4.5%

無回答 13.8%

補佐人の時と

明らかに異なっ

た業務をしてい

る 1.6%

補佐人の時と

内容に違いが

みられない
10.0%

 

 

侵害訴訟の経験

がない 32.3%

その他 3.1%

無回答 37.0%

補佐人の時と明

らかに異なった

業務をしている

0.0%

補佐人の時と内

容に違いがみら

れない 10.2%

特定侵害訴訟代

理資格を持つ弁
理士に依頼した

ことない 10.2%

侵害訴訟で補佐

人を依頼したこ
とがない 7.1%

 

 

知財協 

Ｎ＝448

中小企業 

Ｎ＝127
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② 特定侵害訴訟代理資格を持つ弁理士と補佐人との役割の相違 

（弁理士 問 21 （関連 知財協 問 49 中小企業 問 44）） 

 

これまでに特定侵害訴訟代理人として事件を何件受任しましたか。また、弁理士の特定侵害訴訟代理人制

度について、現実の訴訟において、従来の補佐人と役割は相違していますか。下記選択肢の中から最も当

てはまると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけるとともに受任件数をご回答ください。 

 

侵害訴訟代理

を受任したこと

がない 23.4%

その他 0.7%

無回答 69.3%

補佐人の時と

は明らかに異

なった業務をし

ている 2.2%

補佐人の時と

あまり業務内容

に違いがみら

れない 4.3%

 
 

 

弁理士 

Ｎ＝1913 
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③ 特定侵害訴訟代理人としての出廷形態を変える必要性 

（知財協 問 50 中小企業 問 45 （関連 弁理士 問 22）） 

 

現在、特定侵害訴訟代理人としての受任及び出廷形態として、弁護士が同一の依頼者から受任している事

件に限り、弁護士と共同出廷することとされています。この形態を変える必要があると思われますか。下記

選択肢の中から最も当てはまると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。 

現行のままでよ

い 36.2%

弁理士の単独受

任、出廷認める

べき 25.7%

その他 6.5%

無回答 10.7%

共同受任必要だ

が弁理士の単独

出廷認めるべき

21.0%

 

現行のままでよ

い 28.3%

共同受任必要だ

が弁理士の単独
出廷認めるべき

14.2%

無回答 35.4%

弁理士の単独受

任、出廷認める

べき 18.9%

その他 3.1%

 

 

知財協 

Ｎ＝448

中小企業 

Ｎ＝127



 - 50 -

④ 特定侵害訴訟代理人としての出廷形態を変える必要性 

（弁理士 問 22 （関連 知財協 問 50 中小企業 問 45）） 

  

特定侵害訴訟代理業務は、弁護士との共同受任、共同出廷が原則とされていますが、裁判所が相当と認め

るときは弁理士による単独出頭が認められています（弁理士法第６条の２第３項）。これまでに特定侵害訴

訟代理人として受任した事件で、裁判所から単独出頭が認められたことはありますか。下記選択肢の中から

当てはまるものを１つ選び、番号に〇をつけるとともに件数をご回答ください。 

 

単独出廷が認

められたことが

ある 0.1%

単独出廷が認

められたことは

ない 18.3%

無回答 81.5%

 
 

★ヒアリング結果 

・弁理士は知財関連を除けば法律知識が不足していて対応できないのではないか。 

・商標関連の訴訟について弁護士に依頼したが、内容的には手続的な問題だけのように思

われたので、同様に手続的なものだけなら民事的、法律的な側面があっても弁理士単独で

できるのではないか。 

弁理士 

Ｎ＝1913 
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⑤ 特定侵害訴訟代理業務試験制度の見直し 

（知財協 問51 中小企業 問46 弁理士 問23） 

 

特定侵害訴訟代理業務試験制度に関して、試験制度を見直すべきと思われますか。下記選択肢の中から

最も当てはまると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。  

 

現行のまま論文

試験のみでよい
46.0%

論文試験の後口

述試験も加える

べき 21.9%

短答式筆記試験

にすべき 4.5%

その他 12.9%

無回答 14.7%

 

 

現行のまま論文

試験のみでよい

25.2%

無回答 45.7%

その他 5.5%

短答式筆記試験

にすべき 1.6%

論文試験の後口

述試験も加える

べき 22.0%

 

知財協 

Ｎ＝448 

中小企業

Ｎ＝127 



 - 52 -

 

 

 

現行のまま論

文試験のまま

でよい 65.4%

論文試験の後

口述試験も加

えるべきである

7.8%

短答式筆記試

験にすべきであ

る 11.6%

その他 6.3%

無回答 8.9%

 

 

弁理士 

Ｎ＝1913 
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⑥ 特定侵害訴訟代理の能力担保研修について 

（知財協 問52 中小企業 問47 弁理士 問24） 

 

特定侵害訴訟の訴訟代理権を得るための、能力担保研修についてどのようにするべきと思われますか。下

記選択肢の中から当てはまると思われるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

25.9

19.6

33.7

17.4

8.7

13.4

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

現行のままでよい

民法等基礎知識試験合格者のみに受講を認める

民法等基礎知識も研修項目に加えるべき

合格者に関し弁護士事務所等で研修を必修

研修は不要であり試験のみでよい

その他

無回答

 

 

％（全体）

18.1

12.6

15.7

15.0

5.5

44.1

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

現行のままでよい

民法等基礎知識試験合格者のみに受講を認める

民法等基礎知識も研修項目に加えるべき

合格者に関し弁護士事務所等で研修を必修

研修は不要であり試験のみでよい

その他

無回答

 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 
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％（全体）

36.6

17.7

23.2

11.3

10.7

6.1

8.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

現行のままでよい

民法等基礎知識試験合格者のみに受講を認める

民法等基礎知識も研修項目に加えるべき

合格者に関し弁護士事務所等で研修を必修

研修は不要であり試験のみでよい

その他

無回答

 

弁理士 Ｎ＝1913 
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（８）特許業務法人制度に関して 

① 特許業務法人制度の利用の意向 （弁理士 問 15） 

 

平成１２年の弁理士法全面改正により、特許業務法人制度が認められましたが、同制度を利用してみたい

ですか。下記選択肢の中から当てはまるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。 

 

利用してみたい

8.1%

一定の条件が

整えば利用して

みたい 28.9%

利用する予定

はない 58.1%

無回答 5.0%

 

 

② どのような条件が改善されれば利用を希望するか （弁理士 問 16） 

 

問１５で「一定の条件が整えば、利用してみたい」と回答された方にお伺いします。どのような条件が改善さ

れれば利用を希望しますか。下記選択肢の中から当てはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください

（条文は弁理士法）。 

％（全体）

24.3

35.5

17.9

65.0

35.0

3.4

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

社員が全て弁理士でなければならないこと

社員が複数でなければならないこと

業務範囲が弁理士業務に限られていること

無限責任制度であること

賠償責任保険が普及していないこと

その他

無回答

 

弁理士 

Ｎ＝1913 

弁理士 Ｎ＝552 
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（９）法人代理・従業員代理 

① 分社化を行った場合の知的財産の管理体制 （知財協 問 15） 

 

将来、分社化を行った際の知的財産の管理体制はどのように行いますか。下記選択肢の中から最も当ては

まると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。管理体制の方針が決定していない場合には、

予想で結構ですのでご回答ください。 

 

分社を考えてい

ない 39.3%

本社に知的財産

管理部門を設置

し集中させる

36.8%

各会社がそれぞ

れ知的財産管理

部門を持つ

11.4%

特定の子会社に

知的財産管理部

門を集中させる

3.1%

その他 1.3% 無回答 2.9%
知的財産管理機

能を持つ会社設

立し集中させる

5.1%

 

② 管理会社の弁理士に依頼する業務 （知財協 問 16） 

 

問１５で「５．知的財産管理機能を持つ会社を設立し、集中管理する」と回答された方にお伺いします。分社

化により知的財産管理会社を設立した際に、管理会社の弁理士にどのような業務を依頼しますか。下記選

択肢の中から最も当てはまると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけてください。 

管理会社の弁

理士に出願等の

手続を代理させ

る 47.8%

関連業務は管

理会社で扱わな

いので弁理士不

要 4.3%

関連業務を取り

扱うが、手続は

特許事務所に依

頼するので管理

会社の弁理士

不要 26.1%

関連業務は扱

わないが専門家

として管理会社

の弁理士は必

要 21.7%

その他 0.0%

無回答 0.0%

 

知財協 

Ｎ＝448

知財協 

Ｎ＝23
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③ 従業者等である弁理士の業務の自主性等を担保する規定 （知財協 問 17） 

  

弁理士を従業者等として雇用されている企業の方にお伺いします。従業者等である弁理士の業務の自主・

独立性を担保するためにどのような規定等により対応していますか。下記選択肢の中から当てはまるものを

１つ選び、番号に〇をつけてください。 

 

特段の措置は

執っていない

28.6%

その他 1.1%
無回答 67.0%

就業規則 1.3% 雇用契約 0.4%

代理案件ごと

の委任契約

1.3%
従業員規則

0.2%

 

④ 企業内弁理士の取り扱える事務（知財協 問 18） 

 

企業に雇用されている弁理士（以下企業内弁理士という）が取り扱える事務について、どのようにするのが

望ましいと思われますか。下記選択肢の中から最も当てはまると思われるものを１つ選び、番号に〇をつけ

てください。 

 

グループ内企

業に限らず自

由な代理行為

可能 10.7%

グループ内企

業の代理行為

を可能とする

41.7%
直接関係があ

る企業のみ可

能とする 23.7%

自企業のみの

代理でよい

9.8%

無回答 14.1%

 

知財協 

Ｎ＝448 

知財協 

Ｎ＝448
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（１０） 基本的事項 

① 外国出願、権利取得に際して日本の弁理士に求めるもの  

（知財協 問 58 中小企業 問 53） 

 

日本の弁理士を通じて外国出願、権利取得を行う場合、日本の弁理士に何を求めますか。下記選択肢の中

から最も当てはまると思われるものを３つ以内で選び、番号に〇をつけてください。 

 

％（全体）

63.8

69.6

68.5

13.8

53.1

3.8

1.1

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

現地代理人とのコミュニケーションスキル

外国特許法や実務に関する知識

拒絶理由通知等の対処方法のアドバイス

現地の代理人事情に詳しい

出願や、拒絶に対する応答のドラフト作成能力

特に期待していない

その他

無回答

 

％（全体）

55.1

55.1

55.1

24.4

39.4

11.8

3.1

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

現地代理人とのコミュニケーションスキル

外国特許法や実務に関する知識

拒絶理由通知等の対処方法のアドバイス

現地の代理人事情に詳しい

出願や、拒絶に対する応答のドラフト作成能力

特に期待していない

その他

無回答

 
 

 

知財協 Ｎ＝448 

中小企業 Ｎ＝127 


